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は じ め に



１．ファシリティマネジメント推進の枠組み

全庁的な推進体制
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全庁的な取組み体制で、市設建築物の

総合的かつ計画的な管理を推進する

○市設建築物マネジメント推進連絡会
施設所管全所属との連絡調整、

維持管理等に係る情報交換など

○資産流動化プロジェクト施設チーム
施設整備や活用についての評価、

施設情報の一元化など

温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、施設の運
営コスト縮減の観点からも省エネルギー化を進める

○日常的な施設運営における実践

○環境配慮技術の導入

○民間事業者のノウハウの活用

省エネルギー化の推進

取
組
み

予防保全型の維持管理を推進し、施設をできるだけ長
く活用する

○点検等による現状把握

○予防保全の強化

○施設の安全確保

長寿命化の推進

取
組
み

全庁横断的な視点で効率的な施設整備や、既存施設の
有効活用を進める

○施設の複合化・多機能化

○用途転用による施設の有効活用

○民間活力の導入

○整備計画の妥当性の評価

再編整備の推進

取
組
み



２．再編整備の推進

【再編整備の推進にかかる取組み】

施設の複合化・多機能化
・一つの土地・建物に複数の機能を集合させるハード面の「複合化」だけで

なく、一つの施設に複数の機能を持たせるソフト面の「多機能化」、さら
には管理運営の一元化や余剰地の創出など、より効果的な再編整備を図る。

用途転用による施設の
有効活用

・既存施設の転活用（コンバージョン）や機能統合を図ることで、新たな行
政ニーズ等に的確に対応した効率的な施設整備に取り組む。

・市有の空き施設を活用して、民間ビル等を賃借している施設の移転を進め、
賃料支出の削減を図るとともに、国や大阪府とも連携して空き施設等の情
報を共有化し、さらなる有効活用を図る。

民間活力の導入

・歴史的建築物等の民間事業者への貸付など、民間の資金やノウハウを活用
し、歴史的・文化的価値の維持や都市魅力の創出を図る。

・市設建築物の内壁等を活用した広告事業及びスポーツ施設におけるネーミ
ングライツの導入等により、税外収入の確保を図る。

整備計画の妥当性の評価
・効率的な施設整備や新規施設整備の抑制を図るため、施設整備計画書によ

るチェックシステムにより、予算編成の中で施設整備計画を事前に把握し、
全庁横断的な視点から施設整備の効率性や妥当性の評価を行う。
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照会

情報提供

意見書
通知

施設整備
計画書提出

事業化の検討

【再編整備の詳細検討】

・建物現況調査

・法規制の適合

・概算工事費の算出

財産運用委員会

【用地チームによる評価】

・事業予定地

・継続保有地

・処分検討地

空き施設の用途転用検討依頼

空き施設を活用
した施設整備要望

資
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化
プ
ロ
ジ
ェ
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ト
チ
ー
ム

事
業
実
施
所
属

施
設
所
管
所
属

空き施設情報
の集約

施設整備計画の集約

【施設整備計画書】

施設整備要望

【施設チームによる評価】

・全庁横断的な調整

・効果的な再編整備手法の検討

（データベース等の活用）

空き施設

転活用の可能性あり

技術的な評価

１）用途転用による施設の有効活用

意見書
通知

4



２）整備計画の妥当性の評価（施設整備計画書によるチェックシステムの実施）

＜令和４年度に評価を実施した施設整備計画書の件数＞
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改修 合計

60 4 7 0 3 0 447 521

【チェックシステムのフロー】
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資産流動化プロジェクト

施設チーム
事業実施所属事業実施所属

財政局

予算協議
協議

通知

通知

意
見
書
の
作
成

【施設整備計画書の提出対象】

【評価対象となる施設整備】



【再編整備】 南部こども相談センター整備事業
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【整備スケジュール】

●南部こども相談センター一時保護所建替え

・令和４年度 基本設計・実施設計

・令和５年度 実施設計

・令和６年度 建設工事

・令和７年度 建設工事

・令和８年度 建設工事・運用開始（予定）

●南部こども相談センター相談部門改修

・令和５年度 実施設計

・令和６年度 実施設計

・令和７年度 改修工事

・令和８年度 改修工事・運用開始（予定）

南部こども相談センター
一時保護所を移転建替え

南部こども相談センター
の旧一時保護所部分を相
談部門に転用

〈現況写真〉


